
これまでの大阪府・大阪市の
研究会等からの報告

（府市の連携・統合、二重行政など）

資料８



大阪産業都 大阪商工都 大阪新都構想

◆提言 大阪府議会【昭和28年12月決議】 大阪府地方自治研究会【昭和30年10月】 大阪府地方自治研究会(中間論点整理)
【平成15年6月】

◆概要 • 大阪府・市を廃止し、特別地方公共団体
「大阪産業都」を置く

• 大阪市を廃して複数の都市区を置く

• 都市区の存する区域では従来の府・市
の権限を引き継ぐ(従来の市町村はその
まま、実情に即して漸進的に都市区に移
行)

• 都市区は義務教育、公園、図書館、住民
登録＋産業都委任業務を実施

• 府・市町村の権限を原則「商工都」に集
約、下部組織として自治区を設置

• 商工都の下部組織に25程度の自治区を
置く(日常生活に直結する事務を処理)

• 自治区の業務は義務教育、住民登録、
清掃等住民生活に直結する事務はでき
る限り自治区の事務(統一性が必要なも
のを除く)

• 二重行政の解消問題等大阪都市圏の中
心部における自治システムの課題抽出

• 大阪都市圏における新たな自治システ
ムの試案提案

【試案１】

大阪府と市の機能を併せ持つ「大阪新

都機構」を設置

大阪新都機構の一部として「大阪新都

シティ」を設置

◆意義・効果 • 府市の行政の一体性を確保、行政の能
率化

• 大都市制度をめぐる禍根を断つ恒久的
体制の確立

• いわゆる庶民行政は、最下部政治団体
に処理せしめることが地方自治の本旨を
実現する最大の要請

• 大都市発展の趨勢と地方総合開発計画
の関連を重視

• 大阪府の区域における経済的一体性を
生かす

• 商工業に重点を置いた経済振興を図る

• 商工都は自治区相互間の調整を図る

• 大阪都市圏再生のための総合戦略構築

• 府市の有する広域行政機能を統合して
一元的に発揮

• 効果的・効率的な事業執行

◆二重行政 • 同一目的または類似した効果を持つ施
策、事業を重複して実施しているものを
二重行政と定義

(例示)都市整備基盤、産業振興、大学、試
験研究機関、文化施設等大規模拠

点施設等

• 厳しい財源制約がある中、大阪府、大阪
市の二重行政の問題を考えていくことが
必要

• 二重行政の解消には、大阪府と大阪市
の役割分担を見直しや、そのほかに国、
他の市町村との関係、さらには住民の視
点についても十分考慮することが必要

１



大阪新都構想 スーパー指定都市 特別自治市制度

◆提言 大阪府地方自治研究会(最終報告)
【平成16年10月】

大阪市大都市制度研究会【平成18年3月】 指定都市市長会【平成22年5月】

◆概要 • 中間論点整理を踏まえた検討

• 制度提言

【制度概要】

新しいタイプの広域連合「大阪新都機構」を

設置。首長、議会のほか、市町村の代表で

構成する評議員会を設置

市町村は住民に身近な行政を中心として、

自主的、自立的に事務を実施

政令指定都市の行政区においては、地域

自治区の活用を検討

• 抜本的な大都市制度・広域行政制度の
改革を通して、「新たな指定都市制度」と
関西「州」の創設を図る。

• 原則として、市内の事務は市が一元的に
実施。州（広域）の事務は警察・治山治水
等に限定。

• 政令指定都市については、各指定都市
の規模、特性により権能を選択。

• 大阪都市圏の中心である大阪市は、「新
たな指定都市制度」において、その権能
を最大限発揮できる「スーパー指定都市」
を目指す。

• 住民に身近で総合行政が可能な基礎自
治体に権限を集約（近接性の原理）と、広
域自治体や国が「補完」する（補完性の原
理）に則り、地域主権改革を進める。

• 基礎自治体優先の原則のもと、大都市が
市民に身近な施策の責任を果たしつつ、
圏域の水平連携の核となり、活性化を進
めていく総合的な役割を果たす。

◆意義・効果 • 政策立案・調整機能を大阪新都機構に一
元化することで、総合的な戦略・ビジョン
に基づく事業展開により、事業横断的な
優先順位付けや重点投資が可能

• 役割分担の明確化や広域的事業の集約
による施策の総合的・一元的展開

• これらにより、経済の活性化や危機管理
能力の向上、犯罪防止、交通ネットワーク
の整備、高度医療や大学の充実、雇用の
拡大が期待できる

【効果額(平成14年度決算ベース】
新都機構移行に伴う節減目標額

⇒ “7,000億円”
国、府、市町村間の各同種事業の一本化や二重行政
の解消、民間委託の推進の効率化等による経費節減

• 大阪市が「スーパー指定都市」になれば、

○すべての権能が市に一元化され、総合
的な行政が展開。市民サービスの向上に。

○市と「州」の役割分担が明確になり、「二
重行政」がなくなり、効率的な行政。

○財政的にも、受益と負担の関係が明確に。

市が独自判断で行う「自前の」行政が可
能に。

○都市経営のノウハウを活かした実効性あ
る都市連携が可能に。

○大都市圏の中心都市として求心力増し、
大都市圏全体の活性化につながる。

• 住民サービスの実施主体が特別自治市
（仮称）に一元化されることにより、

○二重行政の解消

○行政全体のコスト削減

○地域の実情に応じた施策展開

などの様々なメリット

◆二重行政 • 総合戦略に基づき施策を展開し、計画的
な施設配置や施策の一元化を行うことに
よって二重行政、二重投資を解消、予防

（例示）国際交流施設、男女共同参画施策、

青少年施設、体育館、消費者施策等

• 新たな指定都市制度により、市域内の事
務は市に一元化。市と「州」の役割分担が
明確になることで、「二重行政」がなくなり、
効率的な行政が図れる。

• 広域自治体・基礎自治体という二層制の
自治構造を廃し、広域自治体と同格とす
る。

• これにより、道府県の事務も含め、地方
の事務とされているもの全てを一元的に
担うこととなる。
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大阪府自治制度研究会

◆提言 大阪にふさわしい新たな大都市制度を目指して～大阪再編に向けた論点整理～【平成23年1月27日】

◆概要 • 大阪の現状分析：府市は「二元行政」と呼ぶべき状態

• 府市関係について、特別市運動などの歴史的経緯の比較による分析

• 大阪の課題：①暮らしの安心を支える機能の強化、②統一した戦略、③行政サービスの最適化

• 大阪にふさわしい新たな大都市制度として下記の4案を提案

◆意義・効果 • 府市の二元行政が改められ、身近で機能の充実した小回りの利く複数の基礎自治体と、身軽で機能を重点化した機動的・戦略的な広域自
治体に再編され、多元的で簡素・効果的なガバナンス体制が構築されるのではないか。自治機能が向上することで、それぞれの地域の実
情に応じたサービス提供ができるようになるのではないか。」

• 大阪市を再編することで、公選の首長、議会のもと、住民自らが地域のことを決定し責任を持つことができるようになるのではなかい。

◆二重行政 • 狭隘な府域の中心部に集積力を有する市域があるという地理的構造のもと、府市の間で区域分断的な機能分担(二元行政)が行われるこ
とにより、市は市域で府県並みの施策や施設整備を行う一方、府は府民の利便性を考慮して中心部である市域に、施設を整備したり、他
の市町村の補完行政を行い、こうしたことが二重行政の問題を起こしていると考えられる。

• 「二元行政」のもとで二重行政を引き起こしながら大阪全体における都市経営の責任の所在が不明確な「もたれあいの関係」を形成するに
至ったのではないか。その後、バブル経済崩壊後の府市の財政悪化により、限られた経営資源の活用を中心にしながら府市のあり方が再
び議論されるようになったと考えられる。

• 本来、都市として一体的な経営が求められるにもかかわらず、ほぼ全域が都市化した狭隘な大阪府域にあたかも「二つの大阪」が存在す
ることとなり、言わば「二元行政」の状態を作り出し、区域分断的な機能分担の固定化、都市経営主体の分立という状況を招いたと考えられ
る。

• 二重行政の分析として、

・大阪府・大阪市類似施設の状況(主なもの大阪府15施設、大阪市13施設)
・大阪府・大阪市のそれぞれの面開発の歴史

等が取り上げられている。

「大阪再編」型（新たな大都市制度） 「都区制度」型 「特別市」型 「大阪市の分割」型

特

徴

• 基礎自治体が主役となるような役割を
大幅に拡大し、身近な行政を総合的に
担う。

• 広域自治体の役割は圏域の「成長」を
支えるための戦略性や統一性が求めら
れる分野に重点化。

• 地方交付税制度を活用した独自の財政
調整制度を導入。

• 都が都市としての一体性・統一性を確
保するため、広域機能と基礎機能の一
部（消防・水道等）を担う。

• 都が固定資産税等を徴収し、都と特別
区という垂直の財政調整と特別区間と
いう水平の財政調整を担う。

• 特別市が広域機能と基礎機能
を併せて担い、身近な行政から
広域行政まで担当し、全般的な
都市経営を担う。

• 現行の府県と市町村の関係を変
えずに、大阪市を複数の基礎自
治体〈現行の市と同様の権限を
持つ普通地方公共団体〉に再編。
政令指定都市機能は現行の大
阪府に返上。
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■大阪府・大阪市 類似施設の状況（主なもの）

分野 施設・事業内容

展示場・産業支援
マイドームおおさか ○主な施設：展示場、会議室等 大阪産業創造館 ○主な施設：展示場、会議室、ｲﾝｷｭﾍﾞｰｼｮ

ﾝｵﾌｨｽ等 ※中小企業・ﾍﾞﾝﾁｬｰ支援拠点

産業技術支援
府立産業技術総合研究所 ※中小企業等の技術支援（技術

相談、試験、研究など）
市立工業研究所 ※中小企業等の技術支援（技術相談、試

験、研究など）

こころの健康総合センター 精神保健福祉に関する相談指導
等

精神保健福祉センター 精神保健福祉に関する相談指導等

保健・衛生
府立公衆衛生研究所 ※健康･公衆衛生に係る試験･検

査･研究等
市立環境科学研究所 ※健康･公衆衛生に係る試験･検査･研究

等

犬管理指導所 狂犬病予防に係る犬の抑留等 動物管理センター 狂犬病予防に係る犬の抑留等

病院
府立急性期・総合医療セン
ター
府立成人病センター

府域全域を対象とした高度専門医
療の提供

市立総合医療センター(十三
市民病院・住吉市民病院）

市民の健康を保持するため市民に必要な
医療の提供

教育（大学）
府立大学 工学部等7学部、生徒数7,949人

運営交付金107億円(22年度当初)
市立大学 商学部等8学部、学生数9,165人

運営交付金105億円(22年度当初 付属病
院分除く)

図書館
府立中央図書館
府立中之島図書館

※大型図書館
※所蔵資料の長期保存

市立中央図書館 ※大型図書館

美術館
府立現代美術センター ※現代絵画を中心に収集・展示 市立近代美術館（仮称）心斎

橋展示室
○主な施設：展示会場
※特別展覧会、常設展示、美術団体主催
展覧会

府立体育館 ○主な施設：競技場、多目的ﾎｰﾙ
等
 ※ｽﾎﾟｰﾂ競技、各種ｲﾍﾞﾝﾄの開催

市中央体育館 ○主な施設：ｱﾘｰﾅ、ｻﾌﾞｱﾘｰﾅ等
 ※ｽﾎﾟｰﾂ競技、各種ｲﾍﾞﾝﾄの開催

府立門真スポーツセンター ○主な施設：ｱﾘｰﾅ、ﾌﾟｰﾙ、ｱｲｽｽ
ｹｰﾄ等

大阪プール ○主な施設：ﾌﾟｰﾙ、ｱｲｽｽｹｰﾄ等

消費者相談
府消費生活センター（生活情
報ﾌﾟﾗｻﾞ）

○主な施設：展示ｽﾍﾟｰｽ、ｾﾐﾅｰ室等
 ※相談、講座開催、情報提供、商品ﾃ
ｽﾄ

市消費者センター ○主な施設：資料ｺｰﾅｰ、展示場等
 ※相談、講座開催、品質安全ﾃｽﾄ

男女共同参画活動支
援

府立男女共同参画・青少年セ
ンター（ﾄﾞｰﾝｾﾝﾀｰ）

 ○主な施設：ﾎｰﾙ、会議室、ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ・相談室、専門図
書室等
 ※相談、講座開催、情報提供、活動の場提供等、男女共
同参画及び青少年活動支援

市立男女参画センター（ｸﾚｵ
大阪）

○主な施設：ﾎｰﾙ、会議室、女性総合相談センター、図書室等
※相談、講座開催、情報提供、活動の場提供等、女性参画支援

大阪府 大阪市

スポーツ施設

産業振興

社会教育・文
化・スポーツ

等

保健・福祉

資料（37） 大阪府・大阪市 類似施設の状況（主なもの）

第2回研究会 資料８「３ 行政サービスの最適化 （２）二重行政の存在（事業仕分けの概要）」
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※土地信託事業

大
阪
市

大阪府
の計画

大
阪
府

１９６０年代以前 １９７０年代 ２０００年代１９８０年代 １９９０年代

・1969 新御堂筋線開通
・1970 中央大通り開通

・1955 堺臨海工業造成着手

・1962 千里ﾆｭｰﾀｳﾝ入居開始

・1961 千里ﾆｭｰﾀｳﾝ建設開始

・1967 泉北ﾆｭｰﾀｳﾝ入居開始

・1964 箕面・船場繊維商団地完成

・1968 東大阪ﾄﾗｯｸﾀｰﾐﾅﾙ完成

・1974 北大阪ﾄﾗｯｸﾀｰﾐﾅﾙ完成

・1970 中央環状線(56km)開通

・1987 泉佐野ｺｽﾓﾎ゚ ﾘｽ会社設立
⇒1998解散

・1987 和泉ｺｽﾓﾎﾟﾘｽ会社設立
⇒2002まちび

らき
、2005解散

・1988 岸和田ｺｽﾓﾎ゚ ﾘｽ会社設立
⇒2005解散

・1982 大阪府新都心計画発表
(千里中央、荒本、中百舌鳥)

・2000 大阪国際会議場ｵｰﾌﾟﾝ

・1987 りんくうタウン
公有水面埋立免許取得

・1997 水と緑の健康都市事業開始

・1987 阪南スカイタウン
基本構想発表

・1986 国際文化公園都市
基本構想(案)発表

・1987 関西文化学術研究
基本方針発表 概要別紙

概要別紙

概要別紙

・2010 大手前・森之宮まち
づくり検討会とりまとめ

概要別紙

概要別紙

概要別紙

・1955 第3次市域拡張
(185km2→202km2)

・1958 大阪南港造成開始

・1962 阪神高速建設開始

・1964 大阪船場卸商団地(協）

・1969 大阪ﾏｰﾁｬﾝﾀ゙ ｲｽﾞﾏｰﾄ完成

・1970 船場ｾﾝﾀｰﾋ゙ ﾙ完成

・1970 大阪駅前第１ﾋﾞﾙ完成

・1977 南港ﾎﾟｰﾄﾀｳﾝ街開き

・1976 阿倍野再開発事業着工

・1985 ｲﾝﾃｯｸｽ大阪ｵｰﾌﾟﾝ

・1996 大阪ｼﾃｨｴｱﾀｰﾐﾅﾙ開業

府・市連携で市内混雑解消
周辺地での産業開発

・1988 ﾃｸﾉﾎ゚ ｰﾄ大阪
(WTC・ATC)計画策定

・2008 咲州ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾁｰﾑ発足

・2004 大阪駅北地区まちづくり
基本計画

・1997   クリスタ長堀開業

・1993 オーク２００竣工（※）

・1997 キッズパーク竣工（※）

・1997   ﾌｪｽﾃｨﾊ゙ ﾙｹﾞｰﾄ開業（※）

1982 大阪府総合計画
定住時代に相応しい大阪づくり

1991 新総合計画
交流と創造の時代を先導する大阪

2000 新総合計画
直面する危機からの脱出と再生

1967 大阪地方計画
人口・経済の急激な拡大
への対応として分散施策

概要別紙

概要別紙

概要別紙

概要別紙

概要別紙

概要別紙

・2002以降 一部計画見直し
⇒咲州夢州地区の活性化

・1966 泉北ﾆｭｰﾀｳﾝ建設開始

概要別紙

概要別紙

概要別紙

概要別紙

・1994 ATCｵｰﾌﾟﾝ

・1995 WTCｵｰﾌﾟﾝ 概要別紙

概要別紙

概要別紙

資料（38） 大阪府・大阪市のそれぞれの面開発の歴史
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忠岡町

能勢町

豊能町

茨木市

高槻市
箕面市

豊中市
吹田市

池田市

島本町

枚方市

大阪市

摂津市
寝屋川市 交野市

四条畷市
大東市

門真市
守口市

東大阪市

八尾市

柏原市
藤井寺市

羽曳野市
堺市

松原市

大阪狭山市
太子町

富田林市
河南町

千早赤阪村

河内長野市
和泉市

泉大津市

高石市

熊取町
泉佐野市

泉南市阪南市

岬町

田尻町

岸和田市

貝塚市

関西文化学術研究都市

彩都(国際文化公園都市)

泉佐野コスモポリス

りんくうタウン

阪南スカイタウン

箕面森町(水と緑の健康都市)

咲州夢州地区まちづくり
テクノポート大阪

大阪ｼﾃｨｰｴｱﾀｰﾐﾅﾙ(OCAT)

オーク２００

クリスタ長堀

フェスティバルゲート

キッズパーク

大阪駅北地区まちづくり

和歌山県

奈良県

兵庫県

京都府

大手前・森之宮まちづくり

岸和田コスモポリス

和泉コスモポリス

中百舌鳥

荒本

千里中央
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